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は
じ
め
に

　

西
洋
技
術
に
付
随
し
て
わ
が
国
に
持
ち
込
ま
れ
、
近
代
化
の
展
開
と
と
も
に
各
地
に
広
が
っ
て
い
っ
た
煉
瓦
は
、
そ
れ
自
体
が
文
明
の

象
徴
と
し
て
、
あ
る
い
は
権
威
の
象
徴
と
し
て
持
て
は
や
さ
れ
た
時
期
が
あ
っ
た
。
今
日
で
も
煉
瓦
造
の
建
造
物
は
多
く
の
人
の
目
を
惹

き
、
煉
瓦
製
造
史
や
そ
の
普
及
に
関
す
る
研
究
も
多
い
。
し
か
し
、
煉
瓦
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
曖
昧
な
理
解
の
部
分
が
少
な
く
な
い
。

例
え
ば
「
煉
瓦
刻
印
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
古
い
煉
瓦
に
は
製
造
者
が
捺
し
た
印
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
そ
れ
が
使
用
さ
れ
た
構
造

物
や
煉
瓦
そ
の
も
の
の
素
性
を
読
み
解
く
た
め
の
強
力
な
指
標
と
な
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
煉
瓦
一
つ
か
ら
そ
の
製
造
時
期
を
特
定
す
る

こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
製
造
者
と
刻
印
の
対
応
が
不
完
全
に
し
か
判
明
し
て
い
な
い
た
め
に
う
ま
く
活
用
で
き
て
い
な
い
現
状

が
あ
る
。

　

煉
瓦
刻
印
と
そ
の
使
用
者
の
対
応
の
解
明
が
進
ん
で
い
な
い
の
は
、
当
時
の
記
録
や
当
事
者
の
証
言
等
が
残
さ
れ
て
い
な
い
点
に
原
因

が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
記
録
が
保
存
さ
れ
る
の
は
、
全
国
規
模
で
展
開
し
た
大
会
社
か
、
内
部
文
書
が
た
ま
た
ま
残
さ
れ
て
い
た
よ
う
な

場
合
に
限
ら
れ
る
。
し
か
し
現
実
に
は
、
ご
く
短
期
間
の
操
業
の
の
ち
何
の
痕
跡
も
残
さ
ず
消
え
て
い
っ
た
工
場
の
方
が
は
る
か
に
多
い
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
滋
賀
県
の
煉
瓦
刻
印
を
分
析
し
て
、
よ
り
積
極
的
に
製
造
者
を
推
定
し
た
い
。
滋
賀
県
を
対
象
と
し
た
の
は
、
全

【
研
究
ノ
ー
ト
】
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国
的
に
も
早
い
時
期
か
ら
鉄
道
建
設
が
行
な
わ
れ
た
た
め
に
、
最
初
期
の
煉
瓦
造
建
造
物
が
残
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
滋
賀

県
は
阪
神
地
区
と
中
京
地
区
と
い
う
大
規
模
な
煉
瓦
産
地
に
挟
ま
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
両
地
区
か
ら
製
品
が
流
入
し
、
比
較
的
多
く
の

煉
瓦
刻
印
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
滋
賀
県
産
と
他
府
県
産
の
煉
瓦
と
の
比
較
検
討
も
併
せ
て
行
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　

な
お
、
本
稿
で
は
煉
瓦
刻
印
に
注
目
し
た
が
、
煉
瓦
の
胎
土
や
焼
き
方
の
特
徴
、
採
用
さ
れ
て
い
る
寸
法
規
格
な
ど
も
、
製
造
者
の
特

定
に
役
立
つ
情
報
と
な
り
得
る
。
ゆ
く
ゆ
く
は
そ
れ
ら
を
活
用
し
た
同
定
、
煉
瓦
刻
印
に
依
ら
な
い
手
法
を
構
築
で
き
な
い
か
と
考
え
て

お
り
、
本
稿
で
も
そ
の
若
干
を
試
み
る
。

　
　

第
一
章　

煉
瓦
刻
印
の
同
定
手
法

過
去
に
存
在
し
た
煉
瓦
製
造
所
の
把
握　
　

ま
ず
県
内
各
地
に
ど
の
よ
う
な
煉
瓦
工
場
が
存
在
し
た
か
を
把
握
す
る
た
め
に
、
図
１
の
グ

ラ
フ
を
作
成
し
た
。
『
工
場
通
覧
』
や
各
府
県
の
統
計
書
、
『
日
本
工
業
要
覧
』
等
の
商
工
事
業
者
総
覧
等
か
ら
煉
瓦
工
場
や
関
連
会
社
を

ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
、
そ
の
所
在
地
等
の
付
帯
情
報
を
付
し
て
図
式
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
グ
ラ
フ
部
の
●
印
は
、
そ
の
年
に
収
集
さ
れ
た

デ
ー
タ
を
基
に
作
成
さ
れ
た
文
献
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
即
ち
そ
の
年
に
は
確
実
に
操
業
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
文
献
に
掲
出
さ

れ
た
創
業
年
と
こ
れ
ら
を
結
べ
ば
、
そ
の
工
場
の
操
業
期
間
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。
た
だ
し
、
明
治
前
半
期
や
太
平
洋

戦
争
中
の
一
時
期
に
空
白
期
間
が
あ
る
な
ど
、
元
デ
ー
タ
は
必
ず
し
も
全
年
度
を
カ
バ
ー
し
て
い
な
い
。
ま
た
出
典
元
自
体
が
、
従
業
員

数
や
資
本
金
額
に
よ
っ
て
掲
載
・
非
掲
載
を
分
け
て
い
る
た
め
、
全
て
の
煉
瓦
製
造
所
を
同
条
件
下
で
、
図
１
に
掲
載
で
き
て
い
な
い
と

い
う
問
題
は
あ
る
。
と
は
い
え
、
そ
の
地
方
で
稼
働
し
た
中
規
模
以
上
の
煉
瓦
工
場
は
網
羅
で
き
る
だ
ろ
う
。

工
場
所
在
地
の
踏
査　
　

工
場
所
在
地
や
そ
の
周
辺
地
域
で
は
、
そ
の
工
場
で
製
造
さ
れ
た
煉
瓦
が
優
位
に
検
出
さ
れ
る
。
都
市
化
が
進

ん
だ
地
域
で
も
、
民
家
壁
や
花
壇
・
側
溝
の
縁
石
に
使
わ
れ
て
い
た
り
、
市
街
地
の
路
傍
に
そ
れ
と
な
く
転
じ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
特

に
焼
成
に
失
敗
し
た
煉
瓦
（
焼
損
煉
瓦
）
は
工
場
周
辺
に
遺
棄
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
工
場
の
製
品
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
う
し

─66─

（
2
）



た
煉
瓦
に
刻
印
が
検
出
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
工
場
の
使
用
印
と
仮
定
で
き
、
そ
う
し
た
仮
定
を
矛
盾
な
く
、
可
能
な
限
り
多
く
重
ね
て
各
工

場
の
使
用
印
を
同
定
し
て
い
く
こ
と
が
本
同
定
法
の
根
幹
で
あ
る
。

煉
瓦
構
造
物
の
調
査　
　

建
造
時
期
が
わ
か
っ
て
い
る
構
造
物
に
煉
瓦
刻
印
が
見
つ
か
れ
ば
、
そ
の
頃
操
業
し
て
い
た
煉
瓦
製
造
所
の
刻

印
で
あ
る
こ
と
に
な
り
、
図
１
を
用
い
て
該
当
工
場
の
候
補
を
探
し
た
り
、
推
定
を
検
証
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
鉄
道
構
造
物
は

路
線
開
業
時
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
構
造
と
路
線
が
複
線
化
さ
れ
た
際
の
増
築
部
を
見
分
け
ら
れ
る
。
ま
た
一
八
九
五
年
以
前
に
開
設
さ
れ
た

官
設
鉄
道
路
線
に
つ
い
て
は
各
構
造
物
の
竣
工
年
月
を
知
る
こ
と
の
で
き
る
資
料
が
あ
る
た
め
、
詳
細
か
つ
広
範
囲
の
年
代
情
報
を
得
る

こ
と
が
で
き
る
。

　

後
年
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
に
改
築
さ
れ
て
い
て
も
、
利
用
さ
れ
て
い
た
煉
瓦
が
そ
の
周
辺
に
瓦
礫
と
な
っ
て
残
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。

例
え
ば
近
江
八
幡
市
池
田
本
町
に
は
、
東
海
道
線
仁
保
川
橋
梁
の
改
築
瓦
礫
と
見
ら
れ
る
煉
瓦
が
数
多
く
見
ら
れ
る
し
、
現
行
の
瀬
田
川

橋
梁
の
足
元
に
も
、
旧
橋
梁
の
解
体
瓦
礫
が
沈
ん
で
い
て
渇
水
期
に
露
出
す
る
。
そ
う
し
た
瓦
礫
や
路
傍
転
石
の
方
が
煉
瓦
全
面
を
観
察

で
き
、
刻
印
を
見
つ
け
や
す
い
。

　

建
造
年
が
不
明
な
構
造
物
で
も
、
複
数
種
類
の
煉
瓦
刻
印
が
見
つ
か
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
同
時
期
に
操
業
し
て
い
た
工
場
の
印
と
み
な
す

こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
中
に
同
定
が
済
ん
で
い
る
印
が
含
ま
れ
て
い
れ
ば
、
そ
の
工
場
の
操
業
期
間
と
重
な
る
他
の
工
場
を
、
図
１
を
用

い
て
絞
り
込
み
、
残
り
の
刻
印
の
同
定
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
そ
の
同
定
を
矛
盾
な
く
重
ね
ら
れ
れ
ば
、
そ
の
構
造
物
の
建

造
時
期
も
知
る
こ
と
も
可
能
と
な
る
。

文
献
調
査　
　

煉
瓦
刻
印
は
そ
の
工
場
の
屋
号
・
社
章
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
も
の
が
多
い
の
で
、
文
献
資
料
で
そ
れ
を
特
定
で
き
れ
ば
同

定
根
拠
と
し
て
大
い
に
役
立
つ
。
過
去
に
存
在
し
た
会
社
の
社
章
・
屋
号
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
文
献
と
し
て
は
、
『
大
日
本
商
工
録
』
の

よ
う
な
商
工
業
者
名
簿
が
あ
り
、
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
（h

t
t
p
s
:
/
/
d
l
.
n
d
l
.
g
o
.
j
p
/

）
で
も
外
部
向
け
に
公
開
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
当
時
の
新
聞
広
告
に
社
章
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
、
広
告
の
発
見
が
決
め
手
と
な
っ
て
特
定
に
至
る
こ
と
も

あ
る
。
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治
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年

明
治
５
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明
治
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年

明
治
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年

明
治
20
年

明
治
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年

明
治
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年

明
治
35
年

明
治
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年

明
治
45
年

大
正
５
年

大
正
10
年

大
正
15
年

昭
和
５
年

昭
和
10
年

昭
和
15
年

昭
和
20
年

昭
和
25
年

昭
和
30
年

昭
和
35
年

昭
和
40
年

昭
和
45
年

昭
和
50
年

T7.10. 江州煉瓦（株）物部工場→T14.7.5 本社・本工場（守山工場）→S48頃廃業
〔T7：栗太郡物部村319（守山町浮気319）/上田元治郎〕

近江八幡市
（蒲生郡船木村→岡山村→）

近江八幡市
（蒲生郡岡山村→）

近江八幡市
（蒲生郡岡山村→）

日野町
（蒲生郡北比都佐村→）

東近江市
（蒲生郡市原村→）

甲賀市
（甲賀郡寺庄村→水口町→）

甲賀市
（甲賀郡水口町→）

甲賀市
（甲賀郡信楽町→）

甲賀市
（甲賀郡甲南町→）

草津市
（栗太郡常盤村→）

守山市
（栗太郡物部村→守山町→）

草津市
（栗太郡山田村→）

草津市
（栗太郡山田村→）

草津市
（栗太郡山田村→）

草津市
（栗太郡老上村→）

草津市
（栗太郡老上村→）

草津市
（栗太郡老上村→）

大津市
（栗太郡瀬田村→瀬田町→）

大津市
（栗太郡石山村→石山町→）

大津市
（栗太郡膳所町→）

大津市
（栗太郡膳所町→）

大津市
（栗太郡膳所町→）

大津市
（滋賀郡滋賀村→）

高島市
（高島郡鷹島町→）

M19.10.（M16.4.?） 湖東組
〔蒲生郡船木村/職3000、雇300/収入9800、支出8640（M21）〕

M42頃 中川煉瓦製造所 
〔M42：M18.6.創業/蒲生郡岡山村大字船木/中川長九郎〕→〔T7：中川市三郎/他2・52馬力/職44〕→〔S24：蒲生郡岡山村5/中川善之祐/従F〕

S37頃 大晋レンガ → S43以降瓦製造へ→ S45廃業
〔S37：近江八幡市舟木町2317/従H〕

M39.7. 中川工場 【煉瓦、耐火煉瓦】
〔M42：甲賀郡水口村字水口/中川喜代松/職7〕

M42頃 市村煉瓦工場
〔M42：滋賀郡石山村/市村弥兵衛/職13〕

M44.1. 田中煉瓦製造所→T2.2.（合資）田中煉瓦製造所→T2.11.12 解散
〔滋賀県産業要覧：　栗太郡老上村矢橋/田中卯兵衛/資2,000、敷地3750坪、建物104坪、輪環窯〕→〔官報1913.12.6〕

T7 江州煉瓦（株）矢橋工場（草津工場）→S5.5、S6.4～操業停止
〔草津市史：職21〕

T6.12. 楠江煉瓦製造工場
〔T6：滋賀郡滋賀村/楠江正治郎〕

大津市
（滋賀郡雄琴村→）

M42.4. 中川煉瓦製造分工場【東京形煉化】
〔M44：滋賀郡膳所町〕

T6頃 黒川煉瓦製造所【東京形煉瓦】

〔T9：滋賀郡膳所町平田（会社）/取締役：岡田八十司、黒川梶次郎、馬杉庄平、薮田勘兵衛／資本金150,000円、払42,000円〕→〔官報1925.9.16〕

S26頃 関西窯業（株）
〔S29：高島郡高島町勝野1592/北村平伊治〕

S24頃 織田煉瓦製造（株）
〔S24：蒲生郡北比都佐村136/織田秋生/従F〕

S24頃 八日市窯業特別共同作業所【瓦、陶管、煉瓦】
〔S24：蒲生郡市原村石谷548/若林忠三/従F〕　　　

M21.1. 杉本煉瓦製造場
〔M30：甲賀郡寺庄村大字葛木/杉本喜三郎/職37(M30)〕

M21.4. 膳所監獄
〔大津市本丸町〕

M13.7. 鉄道局煉瓦工場 → M15.5. 敷地払下完了
〔滋賀郡雄琴村字鳴子橋・字立岡/敷地約4反〕

M17.7.（M32初出） 田中煉瓦製造場（大萱田中煉瓦工場）
〔M32：栗太郡瀬田村大字南大萱/田中卯兵衛/職20〕

M40.8. 近江煉瓦製造所
〔M40：栗太郡老上村/堀井半次郎/職14〕

M35.5. 黒川煉瓦工場
〔M40：栗太郡山田村/黒川梶次郎/職22〕

M43.12. 大阪窯業（株）近江工場→S3.10. 売却 
〔T2：栗太郡山田村/工場長：高野新治郎/汽罐1/25、汽機1/15、発電機1/3ｋW、瓦斯1/40、製造機械、ケルレル式蒸気乾燥室、ホフマン窯2〕→〔大阪窯業50年史年表〕

S3.10. 江州煉瓦（株）山田工場
〔S4：M44.6.創業/栗太郡山田村（T15：山田村大字南山田849）/上田元次郎〕

T8頃 京近煉瓦（株）工場
〔栗太郡常盤村〕

福井県敦賀市
（敦賀郡新道村→）

M15頃？ 鉄道局煉瓦工場 
〔福井県敦賀市新道〕

図１　滋賀県下煉瓦工場の消長

M43.3.（S13初出） カネ文製陶所【耐火煉瓦】
〔S13：甲賀郡信楽町大字長野/奥田覚三〕

S37頃 （有）伊藤製陶所【陶管，れんが】
〔S24：甲賀郡甲南町森尻477/従H〕　　　

〔T6：滋賀郡膳所町錦/職27、年産額26,780円〕→〔T7：M42.4.創業/滋賀郡膳所町/黒川梶次郎/職27，他1/3馬力〕

T7.10. 江州煉瓦（株）膳所工場（本社）→T14.7.5 本社物部村に移転

【データ出典】滋賀県統計全書〔明治19・21、22、23、24、25・26、30、
31、38、39、40、41、44、大正1、2、3、4〕、工場通覧〔明治40年12月日
現在、明治42年12月日現在、大正8年10月、大正10年11月、昭和4年
現在、昭和7年7月、昭和9年9月、昭和10年（窯業・印刷製本篇）、昭和
12、13、14、15、22、25、27、29、31、33、35、39、41、43、45、47、49
年〕、滋賀県蒲生郡統計撮要〔明治43、44、大正1、3、4〕、滋賀県滋賀
郡勢要覧〔大正6〕、大日本商工録〔第１輯：大正7-8年、昭和6年〕、窯
業銘観〔大正14年〕、近江栗太郡志〔巻参、大正15年〕、全国工場鉱山
事業場名簿〔昭和22年〕、日本工業要鑑〔第2、3、4、5、6、7、8、10、12、
14、16、17、19、26、27版〕、ホフマン窯と赤レンガ、滋賀県産業要覧、
草津市史第4巻・第6巻、滋賀県蔵公文書、敦賀長浜鉄道物語
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工
場
の
来
歴
を
精
査
す
る
こ
と
も
、
重
要
な
文
献
調
査
の
一
つ
で
あ
る
。
統
計
デ
ー
タ
に
基
づ
い
て
作
成
し
た
図
１
を
、
よ
り
正
確
な

情
報
で
補
完
す
る
必
要
が
あ
る
し
、
買
収
や
統
合
な
ど
で
工
場
が
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
経
過
が
判
明
す
れ
ば
、
製
品
特
徴
の
共
通
性
に
着

目
し
た
同
定
が
可
能
に
な
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
自
体
が
地
域
の
煉
瓦
生
産
史
の
理
解
に
つ
な
が
る
。
原
動
力
を
有
し
て
い
た
か
否
か
＝

成
形
機
械
を
採
用
し
て
い
た
か
否
か
も
製
品
の
判
断
に
役
立
つ
。
機
械
成
形
煉
瓦
は
独
自
の
特
徴
を
有
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
製
品
の

供
給
先
の
記
録
か
ら
使
用
印
が
特
定
で
き
た
例
も
あ
る
。

　

以
上
、
や
や
詳
し
く
同
定
方
法
を
説
明
し
て
き
た
が
、
次
章
で
は
滋
賀
県
の
事
例
に
即
し
て
、
実
際
に
刻
印
同
定
を
試
み
て
い
き
た
い
。

　
　

第
二
章　

滋
賀
県
下
の
煉
瓦
工
場
と
刻
印　

　

○
鉄
道
局
・
雄
琴
の
臨
時
工
場

　
　

所
在
地
：
滋
賀
郡
雄
琴
村
字
鳴
子
橋
・
字
立
岡
（
現
・
大
津
市
雄
琴
三
丁
目
・
四
丁
目
南
端
）　

操
業
期
間
：
一
八
八
〇
年
～ 

　
　

一
八
八
三
年

　

煉
瓦
製
造
業
が
各
地
に
普
及
す
る
以
前
、
特
に
鉄
道
建
設
の
黎
明
期
に
は
工
事
現
場
の
近
く
に
臨
時
の
煉
瓦
工
場
が
設
け
ら
れ
る
こ
と

が
多
か
っ
た
。
そ
の
来
歴
が
後
世
に
伝
わ
る
こ
と
は
稀
だ
が
、
一
八
八
〇
年
頃
に
鉄
道
局
が
雄
琴
に
設
け
た
臨
時
工
場
に
関
す
る
文
書
が
、

滋
賀
県
の
公
文
書
の
中
に
あ
る
。
存
続
期
間
中
に
は
長
浜
か
ら
敦
賀
へ
か
け
て
の
鉄
道
（
敦
賀
線
、
現
・
Ｊ
Ｒ
北
陸
本
線
）
が
建
設
さ
れ

て
お
り
、
そ
の
工
事
へ
の
供
給
を
意
図
し
て
開
設
さ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
ま
た
同
文
書
中
に
は
、
大
阪
堺
の
官
営
煉
瓦
工
場
を
経
営

し
て
い
た
原
口
仲
太
郎
の
関
与
を
示
す
書
類
が
あ
り
、
堺
に
始
ま
っ
た
煉
瓦
製
造
技
術
の
系
譜
が
こ
こ
ま
で
達
し
て
い
た
こ
と
を
う
か
が

え
る
の
も
興
味
深
い
。

　

工
場
所
在
地
と
目
さ
れ
る
一
帯
は
、
県
道
路
線
の
拡
幅
や
宅
地
化
に
よ
っ
て
す
っ
か
り
改
ま
っ
て
お
り
、
そ
の
工
場
の
製
品
と
目
さ
れ

る
煉
瓦
は
見
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
こ
の
工
場
の
存
続
期
間
中
に
建
造
さ
れ
た
敦
賀
線
南
部
の
煉
瓦
造
構
造
物
や
、
長
浜
市
に
現
存

（
6
）
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す
る
旧
長
浜
駅
舎
（
一
八
八
一
年
四
月
着
工
、
一
八
八
二
年
一
一
月
竣
工
）
の
煉
瓦
に
雄
琴
工
場
製
と
断
定
で
き
る
刻
印
は
検
出
で
き
て

い
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
構
造
物
に
は
、
未
発
色
の
白
い
粘
土
を
層
状
に
含
ん
だ
煉
瓦
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
［
写
1
］
。

こ
の
白
斑
は
、
原
口
仲
太
郎
が
経
営
し
た
工
場
や
、
そ
の
技
術
を
継
承
し
た
堺
の
各
工
場
の
製
品
に
顕
著
な
特
徴
で
、
県
下
の
他
の
工
場

製
品
に
は
見
ら
れ
な
い
。
雄
琴
工
場
に
原
口
の
関
与
が
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の
白
斑
を
有
す
る
煉
瓦
が
同
工
場
の
製
品
で
あ
る

可
能
性
が
高
い
。

　

○
鉄
道
局
・
新
道
の
臨
時
工
場

　
　

所
在
地
：
福
井
県
敦
賀
郡
新
道
村
（
現
・
敦
賀
市
新
道
）　

操
業
期
間
：
一
八
八
一
年
～
一
八
八
二
年
頃

　

当
時
滋
賀
県
域
で
あ
っ
た
敦
賀
市
字
新
道
の
山
中
に
も
、
敦
賀
線
建
設
に
関
わ
る
臨
時
工
場
が
設
け
ら
れ
た
と
す
る
文
献
が
あ
る
。
筆

者
が
新
道
で
行
な
っ
た
聞
き
取
り
調
査
に
よ
れ
ば
、
他
所
か
ら
工
夫
が
来
て
現
場
の
土
を
使
い
、
煉
瓦
を
焼
い
た
が
、
土
の
質
が
良
す
ぎ

た
た
め
に
う
ま
く
行
か
ず
、
程
な
く
止
め
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
そ
の
一
方
、
成
功
し
た
一
部
の
煉
瓦
は
、
疋
田
に
運
ば
れ
旧
駅
下
の
煉

瓦
暗
渠
（
向
井
影
暗
渠
、
一
八
八
〇
年
一
二
月
竣
工
）
な
ど
に
使
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
工
場

跡
地
に
残
さ
れ
た
煉
瓦
は
新
道
の
人
々
が
貰
い
受
け
、
工
場
で
使
っ
て
い
た
煉
瓦
型
枠
を
押
し

寿
司
作
り
に
使
っ
て
い
た
家
も
あ
っ
た
そ
う
で
あ
る
。

　

工
場
跡
地
に
は
、
今
も
遺
棄
さ
れ
た
煉
瓦
が
残
さ
れ
て
い
る
。
刻
印
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た

が
、
非
常
に
均
質
な
胎
土
に
石
英
ま
た
は
長
石
と
み
ら
れ
る
径
数
ミ
リ
の
白
色
石
粒
を
多
量
に

含
み
、
か
つ
そ
の
石
粒
が
ほ
と
ん
ど
摩
耗
し
て
い
な
い
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
ま
た
含
ま
れ
る

石
粒
は
、
ほ
ぼ
全
て
が
こ
の
白
色
石
粒
で
あ
る
の
も
珍
し
い
［
写
2
］
。
通
常
は
そ
う
し
た
原

土
に
川
砂
・
海
砂
を
混
ぜ
て
使
う
た
め
、
摩
耗
し
た
多
種
多
様
な
小
石
を
含
む
こ
と
が
多
い
。

し
か
も
現
場
周
辺
の
表
土
は
、
そ
の
よ
う
な
石
粒
を
含
ん
だ
純
度
の
高
い
赤
土
で
あ
っ
た
こ
と
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写1　旧長浜駅舎使用煉瓦



か
ら
、
新
道
工
場
製
品
の
特
徴
と
考
え
ら
れ
る
。
向
井
影
暗
渠
や
敦
賀
市
刀
根
に
残
る
小
刀
根

隧
道
（
一
八
八
〇
年
四
月
着
工
、
一
八
八
一
年
一
〇
月
竣
工
）
の
西
口
な
ど
、
敦
賀
線
北
部
に

現
存
す
る
煉
瓦
構
造
物
の
い
く
つ
か
に
は
そ
の
よ
う
な
特
徴
の
煉
瓦
が
使
わ
れ
て
お
り
、
新
道

工
場
製
品
の
使
用
が
推
定
さ
れ
る
。
一
方
、
敦
賀
線
南
部
で
は
、
同
様
の
煉
瓦
を
見
な
か
っ
た
。

北
部
は
新
道
の
工
場
が
、
南
部
は
雄
琴
工
場
が
供
給
す
る
よ
う
な
分
担
が
計
画
さ
れ
て
い
た
の

か
も
知
れ
な
い
。　

　
　

　

○
湖
東
組
・
中
川
煉
瓦
製
造
所

　
　

所
在
地
：
蒲
生
郡
船
木
村
（
現
・
近
江
八
幡
市
船
木
）　

湖
東
組
操
業
期
間
＝
一
八
八
六 

　
　

年
～
一
八
九
三
年
頃
、
中
川
煉
瓦
操
業
期
間
：
一
九
〇
九
年
～
一
九
五
九
年
頃
／
中
川
煉 

　
　

瓦
分
工
場
所
在
地
：
滋
賀
郡
膳
所
町
大
字
錦　

操
業
期
間
：
一
九
〇
九
年
～
一
九
一
四
年 

　
　

頃

　

近
江
八
幡
市
街
地
の
西
の
外
れ
に
興
っ
た
湖
東
組
は
、
同
所
の
燃
料
商
・
中
川
長
九
郎
が
中

心
と
な
っ
て
設
立
さ
れ
た
。
設
立
時
期
に
は
異
説
が
あ
る
が
、
湖
東
・
湖
北
地
域
に
お
け
る
官

設
鉄
道
の
建
設
に
関
わ
る
も
の
だ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
一
八
八
八
年
か
ら
は
じ
ま
っ
た

湖
東
線
（
現
・
Ｊ
Ｒ
琵
琶
湖
線
）
建
設
に
供
給
し
た
の
ち
、
休
止
期
間
を
挟
ん
で
一
九
〇
九
年

頃
か
ら
中
川
煉
瓦
製
造
所
と
し
て
生
産
を
再
開
し
、
一
九
六
〇
年
前
後
ま
で
長
く
製
造
を
続
け

た
。
中
川
煉
瓦
時
代
に
建
造
さ
れ
た
ホ
フ
マ
ン
窯
が
今
日
ま
で
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
Ｗ
・
Ｍ
・

ヴ
ォ
ー
リ
ズ
の
建
築
に
そ
の
製
品
が
多
用
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
県
下
の
み
な
ら
ず
全
国
規
模

で
名
の
知
ら
れ
た
煉
瓦
工
場
と
い
え
る
。
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写2　新道工場煉瓦の断面写3　湖東組撥形異形煉瓦“ビ＋乙2”



　

京
都
府
舞
鶴
市
の
赤
れ
ん
が
博
物
館
に
「
滋
賀
県
八
幡
湖
東
組
製
」
印
の
煉
瓦
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
が
、
市
中
に
出
回
っ
た
の
は
ご
く

わ
ず
か
だ
っ
た
よ
う
で
、
む
し
ろ
橋
脚
・
橋
台
の
井
筒
に
使
わ
れ
た
異
形
煉
瓦
に
湖
東
組
製
品
と
擬
せ
る
煉
瓦
が
多
い
［
写
3
］
。
現
存
す

る
中
川
煉
瓦
ホ
フ
マ
ン
窯
の
焼
成
房
の
天
井
に
使
わ
れ
て
い
る
「
イ
」
刻
印
の
煉
瓦
は
九
フ
ィ
ー
ト
井
筒
用
Ｅ
規
格
の
撥
形
異
形
煉
瓦
で
、

同
じ
も
の
を
湖
東
線
や
米
原
‐
長
浜
延
伸
線
（
一
八
八
九
年
開
業
、
現
・
Ｊ
Ｒ
北
陸
本
線
）
の
煉
瓦
造
建
造
物
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

ホ
フ
マ
ン
窯
自
体
は
中
川
煉
瓦
の
創
設
の
頃
に
建
造
さ
れ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
煉
瓦
は
湖
東
組
時
代
の
残
余
を
転
用
し
た
も

の
と
見
て
よ
い
。

　

湖
東
組
製
の
異
形
煉
瓦
は
「
甲
乙
丙
丁
」
の
一
字
と
英
数
字
一
字
を
組
み
合
わ
せ
た
刻
印
を
伴
う
。
工
場
内
の
製
造
班
や
製
造
を
担
当

し
た
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
符
丁
印
と
み
ら
れ
、
他
に
例
を
見
な
い
パ
タ
ー
ン
の
た
め
、
こ
れ
だ
け
で
も
湖
東
組
製
品
と
判
断
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

　

中
川
煉
瓦
時
代
に
は
主
に
機
械
成
形
で
製
造
し
た
。
「
中
川
」
の
文
字
を
意
匠
化
し
た
刻
印
を
用
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
基
本
的
に
は

無
刻
印
で
製
造
し
て
い
た
よ
う
で
、
ホ
フ
マ
ン
窯
に
使
わ
れ
て
い
る
煉
瓦
や
周
辺
地
域
で
見
ら
れ
る
転
石
の
大
半
は
無
刻
印
の
機
械
成
形

煉
瓦
で
あ
る
。

　

○
杉
本
煉
瓦
製
造
所

　
　

所
在
地
：
甲
賀
郡
寺
庄
村
大
字
葛
木
（
現
・
甲
賀
市
甲
南
町
葛
木
）　

操
業
期
間
： 

　
　

一
八
八
八
年
～
一
八
九
七
年
頃

　

『
滋
賀
県
統
計
全
書 

明
治
三
〇
年
版
』
に
掲
出
の
工
場
で
あ
る
。
創
業
は
一
八
八
八
年
一
月

と
さ
れ
て
い
る
が
、
通
年
煉
瓦
を
製
造
し
た
の
で
は
な
く
、
瓦
製
造
を
本
業
と
し
、
需
要
が
あ

っ
た
時
に
随
時
煉
瓦
を
製
造
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
瓦
製
造
業
者
が
臨
時
に
煉
瓦
を
製
造
す

る
と
い
う
操
業
形
態
は
煉
瓦
製
造
の
黎
明
期
か
ら
全
国
で
普
遍
的
に
見
ら
れ
る
も
の
だ
っ
た
。
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写4　杉本煉瓦製造所刻印（草津線新道暗渠）



　

一
八
八
八
年
頃
は
、
関
西
鉄
道
会
社
の
草
津
―
三
雲
間
（
現
・
Ｊ
Ｒ
草
津
線
）
や
、
官
設
鉄
道
の
湖
東
線
の
建
設
中
に
あ
た
り
、
工
場

の
創
業
は
こ
れ
ら
の
工
事
へ
の
煉
瓦
供
給
を
目
的
と
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
事
実
、
工
場
に
程
近
い
草
津
線
の
煉
瓦
造
暗
渠
で
、
杉
本

工
場
製
を
示
す
煉
瓦
刻
印
を
検
出
し
て
い
る
［
写
4
］
。
こ
の
刻
印
煉
瓦
と
似
た
胎
土
・
焼
色
の
煉
瓦
は
、
草
津
線
各
所
に
使
用
さ
れ
て
い

る
が
、
明
ら
か
に
違
う
胎
土
の
も
の
や
堺
の
旭
商
社
の
刻
印
煉
瓦
も
見
つ
か
っ
て
お
り
、
必
ず
し
も
杉
本
工
場
が
一
手
に
供
給
し
た
わ
け

で
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。

　

ま
た
、
同
所
に
あ
る
西
光
寺
の
煉
瓦
塀
は
杉
本
工
場
が
寄
進
し
た
も
の
と
い
う
。
こ
の
塀
に
厚
七
四
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
肉
厚
煉
瓦
が
多

く
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
こ
れ
は
、
湖
東
線
建
設
の
前
後
に
鉄
道
局
が
採
用
し
て
い
た
三
イ
ン
チ
厚
規
格
の
煉
瓦
と
み
ら

れ
、
そ
の
不
足
を
補
う
形
で
杉
本
煉
瓦
も
三
イ
ン
チ
厚
煉
瓦
を
供
給
し
た
の
だ
ろ
う
。
他
方
、
壁
に
使
用
さ
れ
て
い
る
普
通
厚
の
煉
瓦
は
、

表
面
が
薄
く
斑
状
に
剥
離
す
る
よ
う
な
風
化
を
し
た
も
の
が
多
く
、
こ
れ
に
よ
く
似
た
も
の
が
湖
東
線
煉
瓦
暗
渠
の
複
線
部
に
見
受
け
ら

れ
る
。

　

○
膳
所
監
獄

　
　

所
在
地
：
滋
賀
郡
膳
所
村
（
現
・
大
津
市
本
丸
町
）　

操
業
期
間
：
一
八
八
八
年
四
月
頃　

 

　
　

～
？

　

膳
所
城
址
に
置
か
れ
て
い
た
膳
所
監
獄
で
は
、
刑
務
作
業
の
ひ
と
つ
と
し
て
一
八
八
八
年
四

月
頃
か
ら
煉
瓦
製
造
が
始
め
ら
れ
た
。
琵
琶
湖
疏
水
事
務
所
か
ら
も
注
文
を
受
け
、
時
に
品
切

れ
す
る
ほ
ど
、
引
く
手
数
多
だ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
一
方
で
、
同
年
八
月
三
〇
日
に
暴
風
雨
に

よ
り
焼
成
窯
や
工
場
建
屋
な
ど
六
棟
が
全
半
壊
す
る
被
害
を
受
け
、
県
会
常
置
委
員
会
に
対
し

て
修
築
費
に
関
す
る
諮
問
が
な
さ
れ
て
い
る
。
膳
所
監
獄
は
一
九
二
二
年
に
滋
賀
刑
務
所
と
改

名
し
、
一
九
六
六
年
ま
で
同
所
に
あ
っ
た
が
、
煉
瓦
製
造
が
い
つ
ま
で
続
け
ら
れ
た
か
は
不
明

─74─
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写5　膳所監獄刻印“4二”（膳所公園転石）



で
あ
る
。

　

膳
所
市
街
地
で
は
「
３
一
」
や
「
４
三
」
な
ど
英
数
字
一
文
字
と
漢
数
字
を
組
み
合
わ
せ
た
特
徴
的
な
刻
印
煉
瓦
が
散
見
さ
れ
、
膳
所

城
跡
公
園
で
も
こ
の
印
が
捺
さ
れ
た
焼
損
煉
瓦
を
検
出
し
た
［
写
5
］
。
後
者
は
特
に
こ
の
場
所
で
煉
瓦
製
造
が
行
な
わ
れ
て
い
た
証
拠
で

あ
り
、
膳
所
監
獄
の
使
用
印
と
み
て
よ
い
。
た
だ
し
公
園
内
に
は
、
〝S

.
O

〟
と
判
読
さ
れ
る
文
字
を
横
長
の
小
判
型
枠
で
囲
っ
た
刻
印
煉

瓦
も
見
ら
れ
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
未
だ
同
定
で
き
て
い
な
い
。

　

○
黒
川
煉
瓦
製
造
所

　
　

山
田
工
場
所
在
地
：
栗
太
郡
山
田
村
大
字
南
山
田
八
四
九
（
現
・
草
津
市
南
山
田
町
）　

操
業
期
間
：
一
九
〇
二
年
～
一
九
一
〇
年
頃
／　

 

　
　

膳
所
工
場
所
在
地
：
滋
賀
郡
膳
所
町
大
字
錦
（
元
・
中
川
煉
瓦
分
工
場
）　

操
業
期
間
：
一
九
一
七
年
〜
一
九
一
八
年
頃

　

膳
所
の
中
川
煉
瓦
分
工
場
は
、
そ
の
後
黒
川
煉
瓦
製
造
所
、
江
州
煉
瓦
膳
所
工
場
へ
と
継
承
さ
れ
た
。
黒
川
煉
瓦
は
、
も
と
も
と
栗
太

郡
山
田
村
に
工
場
を
構
え
て
い
た
が
、
膳
所
に
移
っ
た
の
ち
、
工
場
主
の
黒
川
梶
次
郎
が
近
州
煉
瓦
の
設
立
に
参
加
し
た
た
め
、
そ
の
後

は
同
社
の
本
工
場
と
な
っ
て
い
る
（
南
山
田
工
場
は
一
九
一
一
年
に
大
阪
窯
業
に
売
却
）
。
黒
川
は
共
同
販
売
会
社
・
京
近
煉
瓦
の
設
立
に

関
わ
っ
た
ほ
か
、
膳
所
へ
移
る
前
後
に
は
堺
煉
瓦
の
取
締
役
・
監
査
役
も
勤
め
た
。

　

膳
所
市
街
で
検
出
し
た
煉
瓦
の
ひ
と
つ
に
、
太
い
十
字
形
の
刻
印
が
捺
さ
れ
た
機
械
成
形
の
焼
損
煉
瓦
が
あ
る
［
写
6
］
。
こ
の
刻
印
は

こ
れ
と
京
都
市
伏
見
区
で
一
つ
見
つ
か
っ
て
い
る
の
み
だ
が
、
黒
川
煉
瓦
膳
所
工
場
が
機
械
成
形
を
行
な
っ
て
い
た
記
録
が
あ
る
こ
と
や
、

京
都
市
岡
崎
町
に
あ
っ
た
共
同
販
売
会
社
・
京
近
煉
瓦
を
通
し
て
、
そ
の
製
品
が
京
都
府
下
に
流
通
し
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
か
ら
、
黒

川
煉
瓦
の
使
用
印
と
推
定
し
て
お
き
た
い
。

　

○
江
州
煉
瓦
株
式
会
社

　
　

膳
所
工
場
所
在
地
：
（
元
・
黒
川
煉
瓦
膳
所
工
場
）　

操
業
期
間
：
一
九
一
八
年
～
一
九
二
九
年
頃
／
浮
気
工
場
所
在
地
：
栗
太
郡
物 
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部
村
三
一
九
（
現
・
守
山
市
浮
気
町
三
一
九
）　

操
業
期
間
：
一
九
一
八
年
～
一
九
七
三
年
／
矢 

　
　

橋
工
場
所
在
地
：
彦
根
市
矢
橋
町　

操
業
期
間
：
一
九
一
八
年
～
一
九
三
一
年
／
南
山
田
工
場　

 

　
　

所
在
地
：（
元
・
大
阪
窯
業
近
江
工
場
）　

操
業
期
間
：
一
九
二
八
年
～
一
九
三
三
年
頃

　

守
山
の
資
産
家
・
岡
田
八
十
司
や
黒
川
煉
瓦
の
黒
川
梶
次
郎
ら
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
、
膳
所
町
（
膳

所
工
場
）
や
物
部
村
（
守
山
工
場
）
、
老
上
村
（
矢
橋
工
場
）
で
盛
ん
に
製
造
し
た
。
の
ち
に
山
田
村

南
山
田
に
も
工
場
を
置
い
た
。
矢
橋
工
場
は
、
京
都
市
東
瓦
町
で
瓦
製
造
を
営
む
傍
ら
、
煉
瓦
製
造

も
盛
ん
に
し
た
田
中
卯
之
助
の
煉
瓦
工
場
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
一
九
二
五
年
に
は
、
本
社

機
能
を
守
山
工
場
に
移
し
、
以
降
一
九
七
三
年
頃
に
廃
業
す
る
ま
で
、
こ
こ
を
主
軸
に
操
業
が
続
け

ら
れ
た
。
一
九
四
六
年
に
同
社
を
継
い
だ
上
田
健
次
郎
は
、
大
津
市
商
工
会
議
所
の
役
員
・
会
長
を
勤
め
た
ほ
か
、
日
本
赤
煉
瓦
協
会
の

設
立
に
尽
力
（
初
代
会
長
に
就
任
）
。
煉
瓦
造
建
築
の
耐
震
性
を
実
証
す
る
た
め
、
実
建
築
を
使
っ
た
振
動
試
験
を
行
な
う
な
ど
、
煉
瓦
産

業
の
振
興
に
も
功
績
の
あ
っ
た
人
物
で
あ
る
。

　

県
内
各
所
で
頻
繁
に
見
ら
れ
る
「
Ⓖ
」
刻
印
は
、
膳
所
市
街
（
現
・
大
津
市
丸
の
内
町
三
）
に
残
る
焼
損
煉
瓦
を
多
用
し
た
煉
瓦
壁
で

も
検
出
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
同
社
の
使
用
印
と
同
定
さ
れ
る
［
写
7
］
。
そ
の
分
布
は
県
下
の
み
に
留
ま
ら
ず
、
京
阪
神
地
区
は
も
ち
ろ
ん
、

福
井
県
越
前
市
や
兵
庫
県
香
美
町
の
路
傍
で
検
出
し
た
例
も
あ
る
。
県
外
で
検
出
し
た
刻
印
煉
瓦
の
多
く
が
二
一
〇
×
一
〇
〇
×
六
〇
ミ

リ
前
後
の
寸
法
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
こ
れ
は
一
九
二
五
年
に
制
定
さ
れ
た
普
通
煉
瓦
の
日
本
工
業
規
格
（
Ｊ
Ｅ
Ｓ
）
に
則
っ

た
も
の
で
、
戦
後
に
制
定
さ
れ
た
日
本
産
業
規
格
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ
）
で
も
こ
れ
が
継
承
さ
れ
た
。
大
阪
府
や
愛
知
県
と
い
っ
た
著
名
な
煉
瓦
産

地
は
、
大
正
末
頃
か
ら
戦
後
に
か
け
て
急
速
に
衰
退
し
て
い
っ
た
。
そ
の
穴
を
埋
め
る
形
で
江
州
煉
瓦
が
シ
ェ
ア
を
獲
得
し
て
い
っ
た
姿

を
、
刻
印
煉
瓦
の
分
布
状
況
か
ら
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。

（
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）
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写6　（推定）黒川煉瓦工場刻印（大津市昭和町）



　

○
大
阪
窯
業
株
式
会
社
近
江
工
場

　
　

所
在
地
：
（
元
・
黒
川
煉
瓦
山
田
工
場
）　

操
業
期
間
：
一
九
一
〇
年
～
一
九
二
八
年

　

大
阪
堺
に
本
社
を
置
い
た
大
阪
窯
業
株
式
会
社
が
、
南
山
田
の
黒
川
煉
瓦
工
場
を
分
工
場
と
し
て

買
収
し
た
工
場
で
あ
る
。
大
阪
窯
業
は
一
八
八
二
年
設
立
の
硫
酸
瓶
製
造
会
社
を
経
始
と
す
る
老
舗

の
煉
瓦
会
社
で
、
他
に
も
東
京
都
八
王
子
市
の
八
王
子
工
場
、
愛
知
県
西
尾
市
の
平
坂
工
場
、
京
都

府
向
日
市
の
坩
堝
・
タ
イ
ル
工
場
な
ど
、
全
国
各
地
に
分
工
場
を
設
け
て
盛
ん
に
製
造
を
し
た
。
名

実
と
も
に
関
西
第
一
の
煉
瓦
製
造
業
者
で
あ
り
、
斯
界
を
牽
引
し
た
会
社
で
あ
る
。

　

筆
者
が
調
査
し
た
二
〇
二
二
年
に
は
、
工
場
跡
地
の
大
半
が
田
畑
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
脇
に
無

数
の
焼
損
煉
瓦
が
寄
せ
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
焼
損
煉
瓦
に
は
刻
印
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
近
傍
の

別
の
畑
で
カ
ナ
文
字
を
内
包
す
る
大
阪
窯
業
社
章
刻
印
の
煉
瓦
を
検
出
し
て
い
る
。
大
阪
窯
業
は
丸

に
三
本
の
線
を
加
え
た
マ
ー
ク
を
社
章
と
し
、
煉
瓦
刻
印
に
も
こ
れ
を
採
用
し
て
い
た
が
、
カ
ナ
文

字
を
内
包
す
る
タ
イ
プ
は
大
阪
府
下
で
は
か
え
っ
て
検
出
例
が
な
く
、
む
し
ろ
京
都
府
下
や
滋
賀
県

下
に
検
出
分
布
が
偏
っ
て
い
る
［
写
8
］
。
近
江
工
場
が
製
造
し
、
京
近
煉
瓦
を
通
し
て
販
売
さ
れ

た
た
め
に
、
そ
の
よ
う
な
分
布
に
見
え
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

　
　

第
三
章　

他
府
県
の
煉
瓦
刻
印

　

滋
賀
県
内
に
は
、
以
上
の
よ
う
な
煉
瓦
工
場
が
存
在
し
、
県
下
や
周
辺
府
県
に
向
け
て
煉
瓦
を
供

給
し
て
い
た
わ
け
だ
が
、
当
然
な
が
ら
他
府
県
か
ら
流
入
し
た
煉
瓦
も
多
か
っ
た
。
こ
れ
ら
を
滋
賀

県
産
の
煉
瓦
と
区
別
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
第
一
章
で
述
べ
た
手
法
を
周
辺
地
域
に
も
応
用

写7　江州煉瓦刻印“Ｇ＋18”（大津市丸の内町）写8　大阪窯業刻印“ヺ”入（大津市丸山町）
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し
、
切
り
分
け
に
充
分
な
成
果
を
得
て
い
る
。

　

例
え
ば
湖
東
線
開
業
時
の
煉
瓦
構
造
物
で
は
、「
丸
英
字
」
刻
印
を
し
ば
し
ば
検
出
す
る
が
、
こ
れ

は
愛
知
県
碧
海
郡
北
大
浜
村
（
現
・
碧
南
市
久
沓
町
）
に
あ
っ
た
市
古
工
場
の
内
部
符
丁
印
で
あ
る
［
写

9
］
。
工
場
跡
近
傍
に
は
こ
れ
に
「
市
古
検
印
」
あ
る
い
は
「
市
古
製
」
の
印
を
添
え
た
煉
瓦
が
今
も

残
っ
て
い
る
。
他
に
も
同
郡
刈
谷
町
（
現
・
刈
谷
市
）
刈
谷
士
族
就
産
所
の
「
井
筒
・
井
桁
＋
漢
数

字
」
印
、
幡
豆
郡
上
町
村
（
現
・
西
尾
市
）
の
西
尾
士
族
生
産
所
の
も
の
と
見
ら
れ
る
「
漢
数
字
」
印
、

三
重
県
桑
名
市
・
鈴
鹿
市
に
工
場
が
あ
っ
た
勢
陽
組
の
「
勢
陽
組
」
印
、
同
県
四
日
市
市
の
四
日
市

煉
瓦
が
初
期
に
使
用
し
た
と
推
測
さ
れ
る
「
隅
立
て
井
筒
＋
三
線
」
印
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
刻

印
は
、
各
工
場
の
所
在
地
で
確
認
さ
れ
、
ま
た
湖
東
線
沿
線
に
多
数
分
布
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
。
中
山
道
線
と
し
て
建
設
が

始
ま
り
、
後
に
東
海
道
線
へ
と
変
更
さ
れ
た
官
設
鉄
道
線
の
工
事
で
は
、
右
に
掲
げ
た
煉
瓦
工
場
が
挙
っ
て
煉
瓦
を
供
給
し
た
。
湖
東
線

は
そ
の
予
算
の
残
余
を
充
て
る
形
で
建
設
さ
れ
た
た
め
、
東
海
道
線
工
事
で
余
っ
た
煉
瓦
が
湖
東
に
回
送
さ
れ
た
結
果
が
こ
れ
ら
中
京
地

区
の
製
品
の
検
出
と
な
っ
て
現
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　

明
治
二
〇
年
代
の
後
半
か
ら
三
〇
年
代
に
か
け
て
実
施
さ
れ
た
東
海
道
線
複
線
化
の
際
に
は
、
垂
井
駅
の
近
く
に
あ
っ
た
奥
田
煉
瓦
製

造
所
（
現
・
岐
阜
県
大
垣
市
矢
道
町
）
の
製
品
が
多
く
採
用
さ
れ
た
。
そ
の
大
半
は
井
筒
用
の
異
形
煉
瓦
で
、
細
身
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト

に
よ
る
形
状
指
示
の
印
に
カ
ナ
／
か
な
を
◯
で
囲
っ
た
符
丁
印
が
添
え
ら
れ
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
県
下
で
は
瀬
田
川
橋
梁
下
の
瓦

礫
や
、
周
辺
集
落
の
路
傍
に
転
じ
て
い
る
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

当
時
最
大
の
煉
瓦
生
産
地
で
あ
っ
た
大
阪
府
か
ら
も
流
入
は
あ
り
、
湖
東
線
構
造
物
の
複
線
化
部
分
で
、
堺
煉
瓦
の
「
五
本
線
」
印
や

貝
塚
煉
瓦
の
「
井
桁
」
印
を
検
出
し
て
い
る
。
草
津
線
構
造
物
に
旭
商
社
の
「
漢
数
字
」
印
が
見
ら
れ
る
の
も
、
大
阪
府
か
ら
の
移
入
の

一
例
で
あ
る
。

写9　市古工場刻印“◯”　（彦根市向川暗渠）Ｉ
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お
わ
り
に

　

以
上
、
煉
瓦
刻
印
に
着
目
し
て
そ
の
製
造
者
を
同
定
す
る
手
法
を
述
べ
、
そ
の
手
法
を
滋
賀
県
下
で
見
ら
れ
る
煉
瓦
刻
印
に
適
用
し
、

ほ
ぼ
す
べ
て
を
同
定
し
得
る
こ
と
を
示
し
た
。
ま
た
滋
賀
県
下
に
存
在
し
た
主
な
煉
瓦
工
場
を
概
観
し
、
そ
の
製
品
を
追
跡
し
た
。
こ
れ

ら
を
通
し
、
県
下
の
煉
瓦
生
産
史
に
基
礎
的
な
貢
献
が
で
き
た
と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
滋
賀
県
下
の
同
定
が
他
府
県
に
お
け
る
同
定
の

助
け
に
な
る
こ
と
は
、
第
三
章
に
示
し
た
例
の
通
り
で
、
滋
賀
県
に
お
け
る
成
果
を
橋き

ょ
う
と
う
ほ

頭
堡
と
し
て
各
地
に
広
げ
て
い
く
こ
と
が
可
能
に

な
っ
た
。
加
え
て
本
稿
で
の
煉
瓦
刻
印
の
同
定
を
通
し
、
滋
賀
県
内
に
存
在
し
た
煉
瓦
製
造
会
社
ご
と
の
胎
土
や
成
形
な
ど
の
特
徴
を
示

す
こ
と
で
、
各
会
社
の
県
内
外
へ
の
広
が
り
に
つ
い
て
も
追
跡
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
本
稿
で
は
、
鉄
道
局
の
臨
時
工
場
の
製
品
の
よ
う
な
刻
印
を
有
さ
な
い
煉
瓦
で
も
、
そ
の
製
品
の
特
徴
に
着
目
す
れ
ば
追
跡
で

き
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
も
述
べ
た
。
刻
印
を
採
用
し
て
い
た
工
場
で
も
途
中
で
使
用
を
止
め
た
り
、
数
個
に
一
個
の
割
合
で
捺
し
て
い

た
例
が
あ
り
、
必
ず
し
も
す
べ
て
の
煉
瓦
に
刻
印
が
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
無
刻
印
の
煉
瓦
を
同
定
す
る
手
法
の
開
発
が
望
ま
れ
る
が
、

そ
れ
は
今
後
の
研
究
課
題
と
し
た
い
。

（
1
）
水
野
信
太
郎
『
日
本
煉
瓦
史
の
研
究
』
（
法
政
大
学
出
版
会
、
一
九
九
九 

　
　

年
）
は
建
築
史
学
の
観
点
か
ら
わ
が
国
の
煉
瓦
製
造
の
歴
史
に
迫
っ
た 

　
　

も
の
で
、
特
に
黎
明
期
の
煉
瓦
生
産
や
著
名
な
煉
瓦
産
地
の
隆
興
史
が 

　
　

明
ら
か
に
さ
れ
た
。
煉
瓦
研
究
に
お
け
る
マ
イ
ル
ス
ト
ー
ン
と
い
う
べ 

　
　

き
著
作
で
あ
る
。
小
野
田
滋
『
鉄
道
と
煉
瓦
』（
鹿
島
出
版
会
、
二
〇
〇
四 

　
　

年
）
は
全
国
に
残
る
鉄
道
煉
瓦
構
造
物
を
調
査
・
分
析
し
、
鉄
道
分
野
に
お 

　
　

け
る
煉
瓦
や
構
造
物
の
工
法
・
意
匠
の
変
遷
を
明
ら
か
に
し
た
、
こ
の 

　
　

方
面
に
お
け
る
最
も
信
頼
で
き
る
文
献
で
あ
る
。
近
年
で
は
考
古
学
分 

　
　

野
で
煉
瓦
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
も
多
く
な
り
、
煉
瓦
に
残
さ
れ
た 

　
　

作
業
痕
や
胎
土
の
あ
り
よ
う
な
ど
、
そ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た
着
眼
点
で 

　
　

煉
瓦
の
分
析
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
大
阪
歴
史
学 

　
　

会
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
第
二
三
一
号
「
煉
瓦
生
産
と
近
代
考
古
学
特
集
」 

　
　

（
二
〇
一
二
年
）
や
、
『
考
古
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
第
六
六
四
号
「
煉
瓦
に 

　
　

み
る
東
京
の
近
代
史
」
（
二
〇
一
四
年
）
な
ど
が
あ
る
。

（
2
）
全
国
分
を
作
成
し
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
公
開
中
。h

t
t
p
s
:
/
/
b
d
b
.
 

　
　

k
y
u
d
o
u
.
o
r
g
/
d
o
c
u
m
e
n
t
s
/
f
a
c
t
o
r
y
l
i
s
t
s
/
 

参
照
。

（
3
）
鉄
道
庁
編
『
鉄
道
線
路
各
種
建
造
物
明
細
録
』
第
一
篇
（
一
八
九
二
年
）
。 

　
　

注
釈
（
８
）
文
献
に
も
同
種
の
情
報
が
あ
る
。
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（
4
）
機
械
成
形
煉
瓦
は
土
練
機
で
練
っ
た
粘
土
を
口
金
か
ら
押
し
出
し
ピ
ア
ノ 

　
　

線
を
張
っ
た
器
具
で
切
断
し
て
素
地
が
作
ら
れ
る
。
口
金
に
接
す
る
面
（
通 

　
　

常
は
長
手
・
小
口
＝
煉
瓦
の
側
面
）
が
滑
ら
か
に
、
切
断
さ
れ
た
面
（
平 

　
　

＝
最
も
大
き
な
面
）
が
細
か
く
さ
さ
く
れ
立
っ
た
状
態
に
仕
上
が
る
た
め
、 

　
　

そ
の
特
徴
を
掴
め
ば
一
瞥
で
機
械
成
形
と
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
な 

　
　

お
手
成
形
煉
瓦
は
型
枠
に
粘
土
を
詰
め
て
余
分
を
削
ぎ
落
と
し
た
の
ち
撫 

　
　

で
板
と
呼
ば
れ
る
器
具
で
擦
し
て
表
面
を
整
え
る
工
程
が
あ
り
、
平
に
長 

　
　

手
方
向
を
向
く
擦
過
痕
が
つ
く
の
を
常
と
す
る
。
関
東
の
手
成
形
煉
瓦
に 

　
　

は
こ
の
擦
過
痕
を
見
な
い
こ
と
が
多
い
。

（
5
）
例
え
ば
明
治
二
〇
～
三
〇
年
代
に
大
阪
堺
の
煉
瓦
製
造
業
界
を
牽
引
し 

　
　

た
旭
商
社
は
そ
の
使
用
印
が
わ
か
っ
て
い
な
か
っ
た
が
、
宮
崎
県
山
仮 

　
　

屋
隧
道
の
建
設
に
煉
瓦
を
供
給
し
た
記
録
（
宮
崎
県
蔵
公
文
書
『
県
税 

　
　

負
担
道
路
更
正　

明
治
二
四
～
二
五
』
）
を
も
と
に
調
査
し
た
結
果
、「
漢 

　
　

数
字
」
印
が
検
出
さ
れ
、
同
印
を
使
用
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
。

（
6
）
滋
賀
県
特
定
歴
史
公
文
書
等
（
滋
賀
県
立
公
文
書
館
蔵
）
、
簿
冊
名
『
鉄 

　
　

道
建
築
事
件
書
類
編
冊
』
、
請
求
番
号
：
明
と
九(
八
〇
）
（
以
下 

　
　

こ
の
順
で
略
記
）
、
同
『
鉄
道
用
地
買
上
代
請
取
証
』
明
と
六
（
一
三
）
、 

　
　

同
『
鉄
道
建
築
事
件
書
類
綴
』
明
と
一
一
（
六
四
）
。

（
7
）滋
賀
県
特
定
歴
史
公
文
書
等
『
鉄
道
事
件
書
類
』
明
と
一
九
、
各
自
。

（
8
）
貴
族
院
事
務
局
編
『
各
省
所
管
官
有
財
産
目
録 

上
編
』（
一
八
九
二
年
）
、 

　
　

四
一
〇
頁
。

（
9
）
関
西
地
方
、
特
に
大
阪
府
下
で
製
造
さ
れ
た
手
成
形
煉
瓦
は
、
赤
く
発 

　
　

色
し
た
胎
土
の
中
に
白
色
の
胎
土
を
層
状
な
い
し
塊
状
に
含
む
も
の
が 

　
　

多
い
。
岸
和
田
市
教
育
委
員
会
・
山
岡
邦
章
氏
は
こ
の
白
色
胎
土
が
多 

　
　

く
の
煉
瓦
で
同
じ
よ
う
な
流
動
を
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
流 

　
　

動
の
仕
方
か
ら
型
枠
の
内
側
に
函
形
あ
る
い
は
Ｌ
字
形
に
貼
り
付
け
る 

　
　

よ
う
に
し
て
成
形
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
推
測
し
て
い
る
（
二
〇
一
九
年 

　
　

開
催
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
『
煉
瓦
研
究
の
東
西
』
発
表
資
料
）
。
筆
者
も
そ
の 

　
　

推
測
を
支
持
す
る
。
し
か
し
、
つ
け
く
わ
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
白
斑
が
煉 

　
　

瓦
の
表
面
に
露
出
し
て
い
る
こ
と
は
稀
で
、
か
つ
表
面
を
グ
ラ
イ
ン
ダ
ー 

　
　

等
で
研
磨
す
る
と
直
ち
に
白
斑
が
露
出
す
る
。
長
浜
駅
舎
の
煉
瓦
の
白
斑 

　
　

も
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
研
磨
に
よ
っ
て
露
出
し
た
も
の
で
あ
る
。 

　
　

こ
の
様
態
は
型
枠
に
投
入
す
る
粘
土
に
赤
色
胎
土
の
粘
土
の
粉
を 

　
　

ま
ぶ
し
て
い
た
か
、
同
粘
土
で
薄
く
包
む
か
し
て
い
た
と
考
え
る 

　
　

と
説
明
が
つ
く
。
白
色
胎
土
の
粘
土
と
赤
色
胎
土
の
粘
土
と
が
混 

　
　

ざ
り
合
っ
た
状
態
で
産
出
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
後
か
ら
白
色
胎
土 

　
　

を
加
え
た
の
は
わ
か
ら
な
い
が
、
そ
れ
が
表
に
顕
れ
る
の
を
防
ぎ
、
煉 

　
　

瓦
を
美
し
く
見
せ
る
工
夫
が
関
西
一
円
に
広
く
採
用
さ
れ
て
い
た
の
は 

　
　

間
違
い
な
い
。
こ
の
白
斑
の
有
無
を
追
跡
す
れ
ば
煉
瓦
製
造
技
術
の
伝 

　
　

播
経
路
を
明
ら
か
に
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
。　

（
10
）
敦
賀
市
立
博
物
館
編
『
敦
賀
長
浜
鉄
道
物
語
』（
二
〇
〇
六
年
）
、
七
〇
頁
。

（
11
）
二
〇
一
七
年
九
月
二
四
日
、
新
道
在
住
の
田
原
金
十
郎
氏
へ
の
聞
き
取 

　
　

り
調
査
に
よ
る
。

（
12
）
敦
賀
線
に
は
柳
ヶ
瀬
隧
道
を
筆
頭
に
四
つ
の
ト
ン
ネ
ル
が
建
設
さ
れ
た 

　
　

が
、
そ
れ
だ
け
で
も
数
百
万
個
の
煉
瓦
を
必
要
と
し
た
と
計
算
さ
れ
、 

　
　

そ
れ
ら
全
て
を
臨
時
工
場
で
賄
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
ま
た
鉄
道
当 

　
　

局
や
関
係
者
が
残
し
た
文
献
（
鉄
道
省
編
『
日
本
鉄
道
史
』
（
一
九
二
一 

　
　

年
）
や
土
木
工
業
協
会
編
『
日
本
鉄
道
請
負
業
史
』
（
一
九
四
四
年
）
） 

　
　

で
は
堺
の
煉
瓦
を
用
い
て
建
設
さ
れ
た
と
し
、
臨
時
工
場
の
開
設
に
は 

　
　

触
れ
て
い
な
い
。

（
13
）
日
本
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ト
ラ
ス
ト
編
『
ホ
フ
マ
ン
窯
と
赤
レ
ン
ガ
（
旧
中
川 

　
　

煉
瓦
製
造
所
）
』
（
二
〇
〇
四
年
）
は
一
八
八
三
年
に
湖
東
組
創
業
と
し 
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て
い
る
が
、『
滋
賀
県
統
計
全
書 

自
明
治
一
九
年
至
二
一
年
』（
一
八
九
〇 

　
　

年
）
等
の
統
計
デ
ー
タ
で
は
一
八
八
六
年
六
月
創
業
と
し
た
も
の
が
多 

　
　

い
。
中
川
長
九
郎
の
個
人
事
業
と
し
て
始
め
ら
れ
一
八
八
六
年
に
組
織 

　
　

化
し
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
。

（
14
）
煉
瓦
井
筒
は
官
設
鉄
道
京
都
～
大
阪
間
建
設
の
頃
か
ら
採
用
さ
れ
始
め 

　
　

た
工
法
で
、
鉄
製
環
状
の
「
沓
」
の
上
に
煉
瓦
を
積
み
上
げ
な
が
ら
内 

　
　

部
を
掘
削
し
、
そ
の
重
さ
を
利
用
し
て
沈
降
さ
せ
、
橋
梁
橋
脚
・
橋
台 

　
　

の
基
礎
と
す
る
。
円
形
あ
る
い
は
楕
円
形
状
に
構
築
さ
れ
る
こ
と
が
多 

　
　

く
、
そ
の
形
状
を
円
滑
に
構
築
す
る
た
め
扇
形
や
撥
形
を
し
た
異
形
煉 

　
　

瓦
が
特
製
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
異
形
煉
瓦
に
は
そ
の
形
状
を
明
示
す
る 

　
　

目
的
で
刻
印
が
捺
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
中
山
道
線
・
東
海
道
線
工
事 

　
　

の
頃
に
は
各
形
状
に
付
与
さ
れ
た
識
別
番
号
Ａ
～
Ｅ
を
カ
ナ
表
記
し
た 

　
　

印
（
「
エ
ー
」
「
ビ
ー
」
「
シ
ー
」
等
）
が
各
工
場
横
並
び
で
採
用
さ
れ
て 

　
　

い
た
こ
と
が
筆
者
調
査
で
判
明
し
て
い
る
。
そ
れ
に
続
く
湖
東
線
工
事 

　
　

で
は
「
ヱ
」
「
ビ
」
「
シ
」
と
一
文
字
で
示
し
た
も
の
が
現
れ
る
よ
う
に 

　
　

な
り
、
こ
れ
が
湖
東
組
の
使
用
印
と
推
定
さ
れ
る
刻
印
で
あ
る
。

（
15
）
二
〇
一
八
年
八
月
三
一
日
、
西
光
寺
の
田
原
美
子
氏
へ
の
聞
き
取
り
調 

　
　

査
に
よ
る
。

（
16
）
黎
明
期
に
採
用
さ
れ
て
い
た
煉
瓦
の
寸
法
規
格
は
不
明
だ
が
、
大
阪
神 

　
　

戸
間
や
京
都
大
阪
間
に
残
る
煉
瓦
造
構
造
物
で
は9

×4
½

×2
¼

イ 

　
　

ン
チ
前
後
の
寸
法
を
測
る
こ
と
が
多
い
。
中
山
道
線
・
東
海
道
線
建
設 

　
　

の
頃
に
は
こ
の
厚
を
3
イ
ン
チ
と
し
た
も
の
が
新
た
に
採
用
さ
れ
（
清 

　
　

水
鉄
吉
「
東
海
道
筋
並
京
都
大
坂
巡
回
記
事
略
」
『
工
学
会
誌
』
第
五
七 

　
　

巻
、
一
八
八
六
年
）
、
一
八
九
一
年
に
は
厚
を
2¼
イ
ン
チ
固
定
と
し
、 

　
　

9

×4
½

イ
ン
チ
の
平
面
形
を
正
則
と
し
て
そ
れ
以
下
に
焼
き
縮
む
こ
と
を 

　
　

認
め
る
形
の
規
格
が
成
立
し
て
い
る
（
一
一
月
一
八
日 

甲
達
第
一
一
三
七　

 

　
　

号
（
経
理
課
長
達
）
）
。

（
17
）『
東
雲
新
聞
』
一
八
八
八
年
九
月
二
二
日
号
掲
載
。

（
18
）
滋
賀
県
特
定
歴
史
公
文
書
等
『
明
治
二
一
年
一
月
庶
務
課
常
置
委
員
諮 

　
　

問
会
日
誌
編
冊
』
、
明
き
七
‐
二
（
一
〇
）
。
工
場
設
備
は
神
崎
郡 

　
　

竜
田
村
松
居
元
左
衛
門
の
所
有
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
同
文
書
に
あ
る
（
同 

　
　

人
に
経
営
を
委
託
か
）
。
煉
瓦
製
造
自
体
は
一
八
八
七
年
一
一
月
第 

　
　

一
九
二
号
諮
問
を
も
っ
て
創
設
決
定
（
同
簿
冊(

五
）
）
。

（
19
）『
工
場
通
覧 

大
正
八
年
版
』
に
実
馬
力
３
の
原
動
力
の
記
載
あ
り
。

（
20
）
一
九
〇
九
年
に
中
川
市
太
郎
、
黒
川
梶
次
郎
、
田
中
卯
兵
衛
（
南
大
萱 

　
　

の
大
萱
田
中
煉
瓦
製
造
所
）
に
よ
っ
て
合
資
会
社
京
近
煉
瓦
商
店
が
設 

　
　

立
さ
れ
、
県
下
の
煉
瓦
工
場
の
販
売
窓
口
と
な
っ
た
。
二
年
後
に
京
近 

　
　

煉
瓦
株
式
会
社
に
発
展
し
（
社
長
・
西
村
彦
左
衛
門
）
、
の
ち
に
大
阪
窯 

　
　

業
（
近
江
工
場
）
も
参
加
し
た
。
大
阪
窯
業
撤
退
後
は
中
川
煉
瓦
だ
け 

　
　

が
提
携
し
、
同
社
の
出
先
機
関
の
様
相
を
呈
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

（
21
）
官
報
一
九
二
五
年
九
月
一
六
日
号
。

（
22
）
日
本
赤
煉
瓦
協
会
編
『
煉
瓦
造
建
物
耐
力
試
験
』
（
一
九
五
二
年
）
。
煉 

　
　

瓦
造
二
階
建
て
の
実
大
建
物
に
起
振
機
を
据
え
付
け
て
耐
震
性
を
試
験 

　
　

し
た
も
の
で
、
震
度
五
弱
～
六
強
に
相
当
す
る
加
速
度
に
も
耐
え
得
る 

　
　

こ
と
が
実
証
さ
れ
て
い
る
。

（
23
）
一
九
二
五
年
九
月
一
八
日
商
工
省
告
示
第
一
二
号
。
Ｊ
Ｅ
Ｓ
は
政
府
が　

 
　
　

購
入
す
る
物
品
に
つ
い
て
準
拠
を
求
め
た
規
格
で
、
制
定
時
に
は
す
で 

　
　

に
煉
瓦
建
築
が
下
火
に
な
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
こ
の
寸
法
が
一
般 

　
　

に
普
及
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
。
該
煉
瓦
も
多
く
は
戦
後
に 

　
　

Ｊ
Ｉ
Ｓ
煉
瓦
と
し
て
製
造
さ
れ
た
も
の
だ
ろ
う
。

（
24
）
江
村
恒
一
編
『
大
阪
窯
業
株
式
会
社
五
十
年
史
』
（
大
阪
窯
業
、 

　
　

一
九
三
五
年
）
。

（
な
が
と
み
・
け
ん
）

─81─


